
○ 小 規 模 な 船 舶 局 に 使 用 す る 無 線 設 備 と し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 無 線 設 備 を 定 め る 件 （ 平 成 二 十 一 年 総 務 省 告 示 第 四 百 七 十 一 号 ） の 一 部 を 改 正

す る 告 示 新 旧 対 照 表 

改 正 案 現 行 

一 Ｈ ３ Ｅ 電 波 又 は Ｊ ３ Ｅ 電 波 二 六 ・ 一 MH
z

を 超 え 二 八 MH
z

以 下 の 周 波 数

を 使 用 す る 空 中 線 電 力 二 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 （ 法 第 四 条

第 一 項 第 二 号 の 適 合 表 示 無 線 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 

 

二 Ａ 二 Ｄ 電 波 又 は Ａ 三 Ｅ 電 波 二 六 ・ 一 七 五 MH
z

を 超 え 二 八 MH
z

以 下 の 周

波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 一 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

一 Ａ 二 Ｄ 電 波 又 は Ａ 三 Ｅ 電 波 二 六 ・ 一 七 五 MH
z

を 超 え 二 八 MH
z

以 下 の 周

波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 一 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 （ 法 第 四

条 第 一 項 第 二 号 の 適 合 表 示 無 線 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 

三 Ａ 二 Ｄ 電 波 又 は Ａ 三 Ｅ 電 波 二 九 ・ 七 五 MH
z

を 超 え 四 一 MH
z

以 下 の 周 波

数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

二 Ａ 二 Ｄ 電 波 又 は Ａ 三 Ｅ 電 波 二 九 ・ 七 五 MH
z

を 超 え 四 一 MH
z

以 下 の 周 波

数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

四 Ａ 二 Ｄ 電 波 又 は Ａ 三 Ｅ 電 波 一 五 四 ・ 六 七 五 MH
z

を 超 え 一 六 二 ・ 〇 三

七 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 一 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示

無 線 設 備 

三 Ａ 二 Ｄ 電 波 又 は Ａ 三 Ｅ 電 波 一 五 四 ・ 六 七 五 MH
z

を 超 え 一 六 二 ・ 〇 三

七 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 一 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示

無 線 設 備 

五 前 三 項 の 適 合 表 示 無 線 設 備 に 接 続 し て 使 用 す る デ ー タ 伝 送 装 置 を

備 え る 無 線 設 備 

四 前 三 項 の 適 合 表 示 無 線 設 備 に 接 続 し て 使 用 す る デ ー タ 伝 送 装 置 を

備 え る 無 線 設 備 

六 Ｆ 二 Ｂ 電 波 又 は Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 MH
z

を 超 え 一 五 七 ・ 四 五 MH
z

以 下 の

周 波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 二 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

五 Ｆ 二 Ｂ 電 波 又 は Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 MH
z

を 超 え 一 五 七 ・ 四 五 MH
z

以 下 の

周 波 数 を 使 用 す る 空 中 線 電 力 二 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

七 Ｆ 三 Ｅ 電 波 三 五 一 ・ 九 MH
z

を 超 え 三 六 四 ・ 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 を 使 用

す る 空 中 線 電 力 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

六 Ｆ 三 Ｅ 電 波 三 五 一 ・ 九 MH
z

を 超 え 三 六 四 ・ 二 MH
z

以 下 の 周 波 数 を 使 用

す る 空 中 線 電 力 五 ワ ッ ト 以 下 の 適 合 表 示 無 線 設 備 

八 レ ー ダ ー （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し た も の （ 施 行 規 則 第 十

一 条 の 五 に 基 づ き 型 式 検 定 を 要 し な い 機 器 と さ れ た も の を 含 む 。 以 下

七 レ ー ダ ー （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し た も の 又 は 適 合 表 示 無

線 設 備 に 限 る 。 ） 

別
添
１

 



同 じ 。 ） 又 は 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 
九 簡 易 型 船 舶 自 動 識 別 装 置 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 八 簡 易 型 船 舶 自 動 識 別 装 置 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 

十 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う 海 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の

無 線 設 備 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 

九 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う 海 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の

無 線 設 備 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 

十 一  双 方 向 無 線 電 話 （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し た も の に 限

る 。 ） 

十 双 方 向 無 線 電 話 （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し た も の に 限 る 。 ） 

十 二  衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し

た も の に 限 る 。 ） 

十 一  衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し

た も の に 限 る 。 ） 

十 三  捜 索 救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に

合 格 し た も の に 限 る 。 ） 

十 二  捜 索 救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に

合 格 し た も の に 限 る 。 ） 

十 四  捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装 置 （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し

た も の に 限 る 。 ） 

十 三  捜 索 救 助 用 位 置 指 示 送 信 装 置 （ 検 定 規 則 に よ る 型 式 検 定 に 合 格 し

た も の に 限 る 。 ） 

十 五  前 各 項 の 無 線 設 備 と 併 せ て 船 舶 局 に 設 置 す る 次 に 掲 げ る 無 線 設

備 

十 四  前 各 項 の 無 線 設 備 と 併 せ て 船 舶 局 に 設 置 す る 次 に 掲 げ る 無 線 設

備 

（
1
）

 船 上 通 信 設 備 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 

（
1
）

 船 上 通 信 設 備 （ 適 合 表 示 無 線 設 備 に 限 る 。 ） 

（
2
）

 無 線 方 位 測 定 機 

（
2
）

 無 線 方 位 測 定 機 

（
3
）

 イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 

（
3
）

 イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 

（
4
）

 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 専 用 受 信 機 

（
4
）

 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 専 用 受 信 機 

（
5
）

 ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 
（
5
）

 ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 

（
6
）

 地 上 無 線 航 法 装 置 

（
6
）

 地 上 無 線 航 法 装 置 

（
7
）

 衛 星 航 法 装 置 

（
7
）

 衛 星 航 法 装 置 

（
8
）

 

（
2
）

か ら
（
7
）

ま で 以 外 の 受 信 設 備 

（
8
）

 

（
2
）

か ら
（
7
）

ま で 以 外 の 受 信 設 備 



十 六  無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 七 年 総 務 省 令 第 百 十

九 号 。 以 下 「 平 成 十 七 年 改 正 省 令 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 設 備 規

則 の 規 定 に 適 合 す る 無 線 設 備 で あ っ て 、 平 成 十 七 年 改 正 省 令 に よ る 改

正 後 の 設 備 規 則 の 規 定 に 適 合 す る も の 

十 五  無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 七 年 総 務 省 令 第 百 十

九 号 。 以 下 「 平 成 十 七 年 改 正 省 令 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 前 の 設 備 規

則 の 規 定 に 適 合 す る 無 線 設 備 で あ っ て 、 平 成 十 七 年 改 正 省 令 に よ る 改

正 後 の 設 備 規 則 の 規 定 に 適 合 す る も の 

  

附 則 

 こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 


